
保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり（モデル事業）（新規）

○特定健診の結果、受診勧奨判定とされた加入者について、保険者がかかりつけ医等と連携し生活習慣病の重症化予防を図る必要があるものの、現状、

かかりつけ医での診療と、特定保健指導をはじめとした医療保険者の取組との間で、連携する仕組みが乏しい。

○社会生活面の課題が生活習慣病の治療を困難にしている場合（※）もあるため、地域社会で行っている相談援助等も活用しながら社会生活面の課題

解決に向けた取組みが重要である。

○そのため、保険者による受診勧奨を契機として、かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者の健康面や社会生活面の課題について情報共有しながら、

加入者の重症化予防に必要な栄養指導等の保健指導の実施や地域社会で行っている相談援助等の活用を進めることで、加入者の健康面及び社会生活面の

課題を解決するための取組みを推進する。

（※）孤立による食事意欲の低下などの社会的な課題のため糖尿病に対する食事療法が困難な場合に、地域社会での交流等につなげることにより孤立を解消、食事療法にも取り組むことで糖尿病を改善

2021年度 2022年度

モデル事業実施（市町村で数カ所）

● スケジュール（案）
2023年度

モデル事業実施結果取り纏め 実施結果を踏まえ保健指導プログラム・特定健診等
実施計画へ反映

2024年度

かかりつけ医から依頼された栄養指導
等の保健指導の実施

かかりつけ医等

医療保険者（保健師・管理栄養士等）

加入者

受診 生活習慣病等の受診・診療（検査等）

地域社会で行っている相談援助
等（通いの場、NPO法人等）

疾病管理

保健指導

かかりつけ医を
受診

・加入者の受診状況・診断結果・治療方針を医療保険者と
共有（統一した様式を作成し、情報連携に活用）
・栄養指導等の保健指導により、医療保険者がかかり
つけ医をサポート。

社会生活面の課題も含めて加入者の状況を共有・情報連携
地域社会の紹介

加入者を紹介

医療保険者がかかりつけ医等と連携して、加入者を地域社会で行って
いる相談援助等につなげることで、健康面の課題の原因となっている
社会生活面の課題を解決。原因となっていた社会生活面の課題が解決
することで、健康面の課題も改善、医療費適正化効果も期待。

【現状】

・かかりつけ医等と医療保険者が協働することにより効果的・効率的
な疾病管理が可能になる。
・かかりつけ医単独では栄養指導等の保健指導の実施が困難な場合、
医療保険者がサポートすることで、かかりつけ医にとってもメリット。

・特定健診において受診勧奨領域となった加入者は医療機関を受診、疾患として診断された場合、栄養指導等を含めた診療を受ける。特定保健指導の対象者にもなっている場合、特定保
健指導を別途受診する必要があるが、医療機関との連携が不十分な場合、栄養指導等が重複して実施される可能性がある。
・生活習慣病の重症化に影響する社会生活面の課題を解決する仕組みがない。

・特定健診で受診勧奨域となった場合
や、定期受診中に受診が途切れた場合
等にかかりつけ医への受診勧奨を実施。

【望ましい姿】

地域社会への参加


